
 

 

 廃校化の要因と管理運用パターンの特徴 

－山口県における廃校となった義務教育施設の管理運用計画 その２－ 

 

 

廃校 要因 利活用パターン 

山口県   

 

1．はじめに 

 その１では廃校の概要と管理運用実態について述べ

た。本報では、アンケートで廃校の概要が明らかに

なった 53 校の事例から廃校化の要因と、廃校舎利

活用パターンごとの特徴について述べる。 

 

2．廃校化の検討と決定要因 

2-1廃校化を検討した組織・立場 

 廃校化を検討した組織・立場を表６に示す。これを見

ると、教育委員会が 100%となっていて、学校を管理する

立場として、廃校化の検討に際しては必ず関与している

ことが分かる。次いで、保護者と地域住民が同数で 84.9%

となっている。実際に教育に携わる当該学校や議会にお

いても、半数以上の割合で廃校化の検討に関わっている

ことがわかる。その他には、PTA や小中学校校長代表、

町の教育ク振興に関する審議会等があった。 

 さらに、廃校を検討した組織・立場の組み合わせを表

７に示す。これを見ると、教育委員会、保護者、地域住

民、当該学校、議会の組み合わせが 4 割以上を占めてい

る。また、行政組織が単独で検討している事例は 3 事例

しかなく、他のどの組み合わせにおいても保護者または

地域住民が関わっている。このことより、廃校化を決定

する際には行政だけでなく、学校が立地する地域全体が

一体となって協議していることがわかる。 

2-2 廃校理由と廃校化の要因 

2-2-1 廃校理由 

廃校理由を図９に示す。これを見ると、児童数の減少

が全廃校 53 校のうち 50 校（94%）と割合が最も高く、そ

れに伴い、集団の刺激・競争が無くなるや社会・協調性

の低下などといった教育面の問題が相互に関連している

と考えられる。児童数の減少に次いで多いのが、校舎の

老朽化で約 5 割を占めている。中には町の行政改革が影

響している事例もあった。 

2-2-2 学校組織の変化 

学校組織の変化を見ると、統合によって廃校となった

ものが 9 割で、児童数が 0 になって廃校に至った消滅型

は 5 校、吸収合併による廃校は 1 校となった。このこと 

 

表６ 廃校化を検討した組織・立場 

教育委員会 保護者 地域住民 当該学校 議会 その他

実数 53 45 45 36 30 11
構成比（%） 100 84.9 84.9 67.9 56.6 20.8  

 

表７ 廃校化を検討した組織・立場の組み合わせ 

立場・組織 実数 構成率(%)

教育委員会、保護者、地域住民、当該学校、議会 24 45.3
教育委員会、保護者、地域住民 5 9.4
教育委員会、保護者、当該学校 5 9.4

教育委員会、保護者、地域住民、小中学校校長代表 4 7.5
教育委員会、保護者、地域住民、当該学校、ＰＴＡ 4 7.5
教育委員会、議会、その他 3 5.7
教育委員会、保護者、地域住民、当該学校 3 5.7
教育委員会、地域住民、議会 3 5.7
教育委員会、地域住民 2 3.8

総計 53 100.0  
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図９ 廃校理由 

 

より、児童生徒数がある程度残っている状況下で廃校が

決定していることが考えられる。 

2-2-3 児童・生徒数と廃校直前の休校、複式学級の有無 

 廃校時の児童・生徒数と休校状態の有無の関係を図１

０に、複式学級の有無の関係を図１１に示す。まず、廃

校時の児童数は 0 から 20 人が 23 校（45%）、次いで 21 人

から 40 人が 14 校（26%）で、廃校理由の児童数の減少に

あったように、児童数が少ない学校の方が廃校になりや

すいことが言える。休校の有無との関係を見ると、児童

数が 0 から 20 人の時に 12 校が休校措置を取っているが、 
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図１０ 廃校時の児童生徒数と休校の有無の関係 
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図１１ 廃校時の児童生徒数と複式学級の有無の関係 

 

その他は 100 人以上の 1 校を除いては休校措置をとって

いない。複式学級の有無も同様に、児童数が 0 から 20 人

の時に 11 校、21 人から 40 人の時に 5 校が複式学級とな

っているが、複式学級のない学校も多くみられる。 

2-2-4 廃校施設の建築年度と構造 

 廃校になった校舎の建築年度と構造の関係を図１２に

示す。1960 年以前に建てられた校舎については 34 例のう

ち 32 例が木造で、ほとんどが木造であった。1961 年から

1970 年に建築されたものになると 31 例のうち 19 例が RC

造、10 例が木造、2 例が鉄骨造となっている。1961 年以

降木造の校舎が徐々に減り、RC 造の校舎が増えてきたこ

とがわかる。 

 体育館の建築年度と構造の関係を図１３に示す。校舎

と同様に 1960 年以前に建てられたものは 7 例全てが木造

であった。しかし、1961 年以降は校舎では RC 造が増え

てきたのに対して、体育館の構造は鉄骨造が増えており、

1961 年から 1970 年には 13 例のうち 3 例が木造、7 例が

鉄骨造、3 例が RC 造となっている。廃校になった体育館

で 1971 年以降に木造で建てられたものは存在していない

ことがわる。 

3．廃校舎利活用パターンの特徴 

3-1 廃校施設活用型の特徴 

3-1-1 活用までの経過期間 

廃校になってから、廃校施設を活用するまでの期間
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図１２ 廃校舎数の建築年度と構造 
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図１３ 廃校施設（体育館）の建築年度と構造 
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図１４ 廃校施設の活用に至った理由 

 

を見てみると。活用されている 29 例のうち 17 例（58%）

が廃校になって、未利用期間をはさむことなく活用され

ている。廃校から 1 年たってから活用されたものも 5 例

（17%）あるが、廃校直後に活用に至ったものと比べると、

その比率が大きく下がっていることがわかる。以降、経

過年数が増えるにつれて活用に至った事例が少なくなっ

ている。 

3-1-2 廃校の活用に至った理由 

廃校施設を活用するに至った理由について図１４に示す。

地域住民からの声が 29 例のうち 16 例（55%）と、活用事

例の半数以上で理由としてあげられている。次いで、公

共団体による活用の要望が 5 例（17%）、改修費用があま

りかからなかったが 4 例（14%）と続くが、建物の歴史的 
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図１５ 活用の検討に関わった組織 
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図１６ 施設の設置・運営に係る補助金の有無 

 

な価値の継承を理由として挙げた事例は存在しなかった。

その他の理由は、廃校後も学校用途として活用され校名

の変更のみでよかった、や統合後の学校として活用する

ためであった。 

3-1-3 活用の検討に関わった組織 

 活用の検討に関わった組織を図１５に示す。これを見

ると、学校の管理組織である教育委員会が 25 例（86%）

で、次いで地域住民が 22 例（76%）、主張部局の官財担当

部局、同一地方公共団体の他部局、民間団体の順となっ

ている。検討を行っていないとあるが、これは 3 例とも

同じ市のもので、他の公立学校への活用が決まっていた

からだと考えられる。 

3-1-4 利用に関するアンケート・意向聴取の実施状況 

 廃校を活用するにあたって、地域住民からの意向聴取

を行ったかどうか（複数回答）については、活用された

廃校の 59%にあたる 17 例が説明会による意見交換を行い、

5 例（17%）がアンケート調査を行っている。町広報・ホ

ームページに掲載し利用提案を募集した事例もあった。

実施していないのは 11 例（38%）であった。 

3-1-5 設置・運営に係る補助金 

 設置に係る補助金の有無を図１６に示す。これを見る

と、補助金を活用しているのが 6 例（21%）、活用なしが

23 例（79%）となっている。運営に関しては活用が 2 例 

（7%）、活用なしが 27 例（93%）と、設置・運営ともに 

表８ 設置・運営に係る補助金の内容 

公立学校施設整備費補助金・負担金（3件）

国庫負担金（改築）・国庫補助金(新築）
総務省 地域活性化・生活対策臨時交付金
山口県 山口県介護基盤緊急整備等補助金

運営 農林水産省
国土交通省

農山漁村地域力発揮支援モデル事業・
｢新たな公」によるコミュニティ創生支援モデ
ル事業

文部科学省設置

 

 

表９ 施設の所有/運営と活用用途（予定） 

転用用途 所有/運営 財産処分手続き
民俗資料収蔵庫 教育委員会 未手続

校舎移転 教育委員会 不要
地域交流センター 未決定 手続き済み  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

建
物
の
老
朽
化

立
地
条
件
が
悪
い

活
用
の
要
望
が
無
い

財
源
が
確
保
で
き
な
い

地
域
の
人
口
減
少
・高

齢
化

そ
の
他

※複数回答を含む  

図１７ 活用に至らない理由 

 

補助金の活用がうまくされていないことがわかる。補助

金の内容を見ると、文部科学省だけでなく、総務省、農

林水産省、国土交通省からの補助金が活用されている

（表８）。 

3-1-6 財産処分手続きの状況 

 財産処分手続きの状況は、活用事例 29 例のうち 23 例

（79%）が手続きを済ませている。未手続が 1 例(3%)、手

続き不要が 5 例（17%）となっている。不要の理由は、同

じ学校用途として利用している、財産処分制限期間を超

過しているであった。 

3-2 廃校施設未活用型の特徴 

 廃校後活用されていない施設は全部で 14 例あり、その

うち 3 例が利用計画あり、11 例が利用計画なしであった。

利用計画がある 3 例の転用施設と所有/運営、財産処分手

続きについて表９に示した。 

3-2-1 利用計画がない場合 

活用に至らない理由を図１７に示す。これを見てみると、

建物の老朽化が 8 例、次いで立地条件が悪いが 5 例、活

用の要望が無いが 4 例、財源が確保できない、地域の人

口減少・高齢化が 2 例となっている。その他の理由は、

土地が借地であったためや旧設計基準の建物で湿気が多

い建物であるため、宿泊施設としての転用を検討したが

採算がとれず断念したなどが挙げられた。 
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図１８ 未活用施設の活用検討に係る組織 

 

 未活用施設の活用検討に係る組織を図１９に示す。こ

れを見ると、教育委員会が 9 例で、同一地方公共団体の

他部局が 6 例、地域住民が 3 例となっている。活用され

ている施設の検討組織（図１５）と比べると、事例数は

違うものの地域住民が関与する割合が大きく減っている

ことがわかる。 

3-3 校舎を解体した理由 

 校舎を解体している場合の理由には（複数回答）、全 11

例のうちの 10 例が校舎の老朽化が深刻なためであった。

利用計画が無いためも 3 例あった。その他の理由として

は、新たに社会教育施設を建設するためや土地が借地で

あったため、用地の利用計画があるため、用地売却のた

めが挙げられた。 

  

4 結論 

本報では山口県の廃校実態と廃校施設の利活用実態に

ついて分析を行った。得られた知見は以下の通りである。 

１）山口県の廃校施設の活用割合は、全国の活用割合と

比べると少し低く、県内の 26%の廃校が未活用で 19%が

解体されていることがわかった。また廃校施設を活用し

ている事例については、残存している施設全てが利用さ

れる割合が高いことがわかった。 

２）廃校化の検討には教育委員会だけでなく、保護者や

地域住民も高い割合で関わっていることがわかった。ま

た廃校化の要因の 94%が児童数の減少で、児童数が少な

いと複式学級や休校といった措置が取られていることが

わかった。 

３）廃校になってから活用に至るまでの期間が長くなる

ほど活用される割合が低くなることがわかった。また、

活用されている施設は未活用のものと比べ、利用の検討

に係る地域住民の割合が高く、活用には地域住民の声が

大きく関わっていることがわかった。施設の設置・運営

に関しては補助金の利用率が低く、国の補助政策をうま 

 

 

 

く活用できていないことがわかった。 

今後は、今回のアンケート調査の結果をもとにパター

ンごとの活用事例のヒアリング調査を行い、未活用施設

の抱える問題を明らかにする予定である。 
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注釈 

１）処分制限期間とは国の定めた建物の耐用年数に相当するもので

ある。例えば RC 造で学校又は体育館用のものは 47 年、木造のも

のは 22年となっている。 

２）廃校のアンケート回収率は平成 22 年度に廃校になった学校につ

いても回答があったため 100%を超えている。休校に関するアンケ

ートは休校が存在する市町と全体の休校数のみを把握していたた

め、休校を所有する市町にアンケートを 5 部ずつ配布したため、

回収率が低くなっている。 
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